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輸送容器①の設計承認申請については、これまでのヒアリングのコメント等に従い、説

明を追記する。輸送容器②についても同様に、コメントに従った記載内容に変更する。 

本日のヒアリングでは、これまでのヒアリングで明記できていなかった F 章経年変化に

関する記載内容について説明する。 

 

経年変化概要 

輸送容器①では、主要材料であるステンレス鋼 につい

て、熱、放射線、化学反応に関して、定量的な記載を実施した。 

輸送容器②では、主要材料であるステンレス鋼 につい

て、熱、放射線、化学反応に関して、定量的な記載を実施した。 

 

以下の詳細については、別紙を参照ください。 
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Ｆ 核燃料輸送物の経年変化の考慮 
 

 



 

(ﾛ)－Ｆ－1 

(ﾛ)－Ｆ．核燃料輸送物の経年変化の考慮 

 B.1 考慮すべき経年変化要因 

本章では、本輸送物について、使用を予定する期間中に想定される使用状況及びそれ

に伴う経年変化について考慮する。 

本輸送物の使用期間中に想定される経年変化の要因としては、容器保管中や使用中に

おける温度変化、収納物から発生する放射線、腐食等の化学的変化、輸送での振動によ

る疲労が考えられる。そこで、これらの経年変化を生じさせる要因について、本輸送容

器の主要材料・部材に関して評価を実施することとする。 

本輸送物を使用する期間としては、製造後から 30 年として、使用回数としては、年 3

回、一輸送当たり輸送に要する日数を 100日として評価を実施する。 













 

(ﾛ)－Ｆ－7 

 F.3 安全解析における経年変化の考慮内容 

前章に示したとおり、本輸送物に係る各材料について、経年変化の考慮の必要性につ

いて評価を行った。その結果、本輸送物については、安全解析において経年変化を考慮

する必要がないことが分かった。本章にて評価を実施しなかった部材については、（ハ）

章にて示す輸送容器の保守および取り扱いにおいてその健全性が担保されるため、安全

解析上考慮する必要はない。 
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(ﾛ)－Ｆ－2 

 F.2 安全解析における経年変化の考慮の必要性の評価 

本輸送物の構成材料は、ロ章の（ロ）－第 A.5 表に示す通りである。これらの材料の

うち経年変化を考慮する材料を以下に示す。 

・ステンレス鋼 

なお、O-ringと収納缶の経年変化について、O-ringは輸送毎に交換を行い、

本章では考慮しない。 

また、収納物については、輸送毎で変わるため、輸送容器本体についてのみ考慮する。 

 

以下に、（ロ）－第 F.1 表に各材料の経年変化の考慮について示す。振動影響につい

ては、（ロ）章 A の A.4.7 において、輸送時に発生する振動を模擬した原型試験を実施

し、輸送時の影響も考慮した評価を行い、亀裂破損等がないことが確認されているため、

ここでは評価を実施しない。 
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